
京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例（平成２５年１１月１１

日京都市条例第   号）（建設局土木管理部自転車政策課） 

 １ 市民にとってより分かりやすい運用を実現するため，本市が道路法第２条第     

   ２項に規定する道路の附属物として設置する自転車及び原動機付自転車  

   の駐車の用に供する駐車場において行ってきた，学生及び障害者の自転車の  

  定期駐車券に係る利用料金（山科駅自転車等駐車場にあっては，駐車料  

   金。以下同じ。）の上限額を，これら以外の者より低廉な額とする運用に 

    ついて，条例に制定することとしました。 

 ２ 次のいずれかに該当する者に対して交付される自転車の定期駐車券  

  に係る利用料金の上限額を２，５００円に設定することとしました。  

    原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第２条第３項の規定に

 より被爆者健康手帳の交付を受けている者  

     戦傷病者特別援護法第４条第１項又は第２項の規定により戦傷病  

   者手帳の交付を受けている者  

     京都市乗合自動車旅客運賃条例第１１条第２号又は京都市高速鉄  

   道旅客運賃条例第９条第１項第２号に規定する養護児童  

 ３ 原動機付自転車の定期駐車券に係る利用料金の上限額の適正化を図  

  るため，これを次のとおり改定することとしました。  

区 分  現 行  改 正 案  
原 動 機 付 自 転 車 ５，５００円 ４，５００円

 ４ その他規定を整備することとしました。  

この条例は，公布の日から施行することとしました。  

 

 

 

５

５８



京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例を公布する。 

平成２５年１１月１１日  

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第  号  

京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を改正する条例  

京都市道路附属物自転車等駐車場条例の一部を次のように改正する。  

第７条第１項中「に規定する回数券」を「の回数券」に，「に規定する定

期駐車券」を「の定期駐車券」に改め，同条第３項中「に規定する回数券」

を「の回数券」に，「に規定する定期駐車券」を「の定期駐車券」に改め，

「おいて」の右に「，利用の態様，近傍類似の施設の利用料との均衡等を

考慮して」を加える。  

第９条第１項中「，必要があると認めるときは」を削り，「ことができる」

を「ものとする」に改め，同条第３項第１号を次のように改める。  

  自転車 次に掲げる区分に応じ，それぞれ次に掲げる額  

 ア イに掲げる者以外の者 ２，７００円  

 イ 次のいずれかに該当する者 ２，５００円  

(ｱ) 学校教育法第１条に規定する学校，同法第１２４条に規定する専  

 修学校又は同法第１３４条第１項に規定する各種学校に在学する者  

(ｲ) 身体障害者福祉法第１５条第４項の規定により身体障害者手帳の

交付を受けている者  

(ｳ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第２項の規定  

 により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者  

(ｴ) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている  

 者  

５

５８



(ｵ) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第２条第３項の規定に  

 より被爆者健康手帳の交付を受けている者  

(ｶ) 戦傷病者特別援護法第４条第１項又は第２項の規定により戦傷病  

 者手帳の交付を受けている者  

(ｷ) 京都市乗合自動車旅客運賃条例第１１条第２号又は京都市高速鉄  

 道旅客運賃条例第９条第１項第２号に規定する養護児童  

  第９条第３項第２号中「５，５００円」を「４，５００円」に改め，

同条第４項中「おいて」の右に「，利用の態様，近傍類似の施設の利用

料との均衡等を考慮して」を加える。  

附 則  

この条例は，公布の日から施行する。  

                       （建設局土木管理部自転車政策課） 

 


